
令和 6年 3月 15日（金曜日）     江 東 区 公 報             （第 913号） 

 

 

 

1 

 

 
 

目  次 

 

◎条  例 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条 

例(1) ……………………………………………… 2 

 

◎規  則（教） 

江東区立図書館条例施行規則の一部を改正 

する規則(1) ……………………………………… 5 

 

◎訓  令 

江東区広報事務規程の一部改正(1) …………… 5 

江東区役所出張所処務規程の一部改正(2) …… 6 

江東区役所豊洲特別出張所処務規程の一部 

改正(3) …………………………………………… 6 

 

◎告  示 

違法放置等物件の告示について(52)…………… 7 

指定障害児相談支援事業所の指定について 

(54)  ……………………………………………… 7 

保管自転車の処分について（令和６年１月 

下期）(55) ……………………………………… 7 

第１回区議会定例会の招集について(56) …… 7 

保管自転車の処分について（令和６年２月 

上期）(62) ……………………………………… 8 

行旅死亡人の告示について(70) ……………… 8 

行旅死亡人の告示について(71) ……………… 8 

建築基準法第４２条第１項第５号の規定に 

基づく道路位置の変更（一部取消し）につ 

いて(72) ………………………………………… 9 

 

◎告  示（教） 

令和６年第２回江東区教育委員会定例会の 

招集(3) …………………………………………… 9 

令和６年第１回江東区教育委員会臨時会の 

招集(5)  ………………………………………… 10 

 

◎告  示（選） 

江東区選挙管理委員会委員長の就任(4)……… 10 

選挙人名簿からの抹消(5)……………………… 10 

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、 

３分の１の数及び６分の１の数(6)…………… 10 

令和５年４月２３日執行の江東区議会議員 

選挙における候補者の選挙運動費用に関す 

る収支報告書（第３回）の要旨(7)…………… 10 

令和５年４月２３日執行の江東区議会議員 

選挙における候補者の選挙運動費用に関す 

る収支報告書（第４回）の要旨(8)…………… 11 

令和５年４月２３日執行の江東区長選挙に 

おける候補者の選挙運動費用に関する収支 

報告書（第１回）の要旨(9)…………………… 11 

令和５年４月２３日執行の江東区長選挙に 

おける候補者の選挙運動費用に関する収支 

報告書（第２回）の要旨(10) ………………… 11 

令和５年４月２３日執行の江東区長選挙に 

おける候補者の選挙運動費用に関する収支 

報告書（第３回）の要旨(11) ………………… 11 

 

◎告  示（監） 

包括外部監査人補助者の解任通知(1)  ……… 12 

包括外部監査報告書の公表(2)  ……………… 12 

令和５年度第３回定期財務監査の結果につ 

いて(3)  ………………………………………… 12 

 

◎区 議 会 

区議会議決事項 ………………………………… 13 

（令和６年第１回定例会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 913 号）             江 東 区 公 報     令和 6年 3月 15日（金曜日） 

 

 

 

2 

条 例 

 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和６年２月２２日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１号 

   江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

江東区事務手数料条例（昭和３３年３月江東区

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中７の項を９の項とし、同表６の項中

「事務」の次に「又は同法第１２０条の６第１項

の規定に基づく届書等情報の内容を表示したもの

を閲覧に供する事務」を加え、「１件」を「又は

届書等情報の内容を表示したもの１件」に改め、

同項を同表８の項とし、同表５の項中「又は同

法」を「、同法」に改め、「事項の証明書の交

付」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規

定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付」を

加え、 
「 届出の受理証明書の交付手数料 

届書等の記載事項証明書の交付手数料 」 

を 
「 届出の受理証明書の交付手数料 

届書記載事項証明書の交付手数料 

届書等情報内容証明書の交付手数料 」 

に改め、同項を同表７の項とし、同表中４の項を

５の項とし、同項の次に次のように加える。 
６ 戸籍法第１

２０条の３第

２項の規定に

基づく除籍電

子証明書提供

用識別符号の

発行（情報通

信技術を活用

した行政の推

進等に関する

法律第７条第

１項の規定に

より同法第６

条第１項に規

定する電子情

報処理組織を

使用する方法

により除籍電

子証明書提供

用識別符号の

除籍電子

証明書提

供用識別

符号の発

行手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除籍電子

証明書提

供用識別

符号１件

につき 

７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行

申 請

の と

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行を行う場

合（当該発行

に係る除籍電

子証明書の請

求が同項の規

定により同項

に規定する電

子情報処理組

織を使用する

方法により行

われた場合に

限る。）にお

ける当該発行

及び除籍電子

証明書提供用

識別符号の発

行に係る除籍

電子証明書の

請求を行う者

が同時に当該

除籍電子証明

書が証明する

事項と同一の

事項を証明す

る除かれた戸

籍の謄本若し

くは抄本又は

除籍証明書の

請求を行う場

合における当

該 発 行 を 除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２の３の項中「第１２０条第１項」の次

に「、第１２０条の２第１項」を加え、「磁気デ

ィスクをもって調製された除かれた戸籍に記録さ

れている事項の全部若しくは一部を証明した書

面」を「除籍証明書」に、「除籍謄本」を「除籍

の謄本」に改め、「除籍の全部、個人又は一部を

証明した」を削り、同項を同表４の項とし、同表

２の項の次に次のように加える。 
３ 戸籍法第１

２０条の３第

２項の規定に

基づく戸籍電

子証明書提供

用識別符号の

発行（情報通

信技術を活用

した行政の推

進等に関する

法律（平成１

４年法律第１

５１号）第７ 

戸籍電子

証明書提

供用識別

符号の発

行手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍電子

証明書提

供用識別

符号１件

につき 

４００円 

 

 

 

 

 

 

 

発 行

申 請

の と

き 
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条第１項の規

定により同法

第６条第１項

に規定する電

子情報処理組

織を使用する

方法（総務省

令で定めるも

のに限る。以

下この項にお

いて同じ。）

により戸籍電

子証明書提供

用識別符号の

発行を行う場

合（当該発行

に係る戸籍電

子証明書の請

求が同条第１

項の規定によ

り同項に規定

する電子情報

処理組織を使

用する方法に

より行われた

場 合 に 限

る。）におけ

る当該発行及

び戸籍電子証

明書提供用識

別符号の発行

に係る戸籍電

子証明書の請

求を行う者が

同時に当該戸

籍電子証明書

が証明する事

項と同一の事

項を証明する

戸籍の謄本若

しくは抄本又

は戸籍証明書

の請求を行う

場合における

当該発行を除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２の１の項中「第１２０条第１項」の次

に「、第１２０条の２第１項」を加え、「磁気デ

ィスクをもって調製された戸籍に記録されている

事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「戸

籍証明書」に、「戸籍謄本」を「戸籍の謄本」に

改め、「戸籍の全部、個人又は一部を証明した」

及び「戸籍の全部又は個人を証明した」を削る。 

 別表第６中「建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律」に改める。 

 別表第７の１の部(1)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超

え、２５，０００平方メートル

以内のもの 

１６０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートルを超え

るもの 

２００，０

００円 

」 
 

を削り、同款ウの項中 
「 建築物の延べ面積が１０，００

０平方メートルを超え、２５，

０００平方メートル以内のもの 

１６０，０

００円 

建築物の延べ面積が２５，００

０平方メートルを超えるもの 

２００，０

００円 」 
 

を削り、同部(2)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超

え、２５，０００平方メートル

以内のもの 

４２９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートルを超え

るもの 

５００，０

００円 

」 
 

及び 
「 当該部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超

え、２５，０００平方メートル

以内のもの 

７８９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートルを超え

るもの 

９００，０

００円 

」 
 

を削り、同款ウの項中 
「 建築物の延べ面積が１０，００

０平方メートルを超え、２５，

０００平方メートル以内のもの 

７８９，０

００円 

建築物の延べ面積が２５，００

０平方メートルを超えるもの 

９００，０

００円 」 
 

を削り、同表２の部(1)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超

え、２５，０００平方メートル

以内のもの 

１１２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートルを超え

るもの 

１４０，０

００円 

」 
 

を削り、同款ウの項中 
「 当該部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超

え、２５，０００平方メートル

以内のもの 

１１２，０

００円 
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当該部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートルを超え

るもの 

１４０，０

００円 

 

 

」 
 

を削り、同部(2)の款イの項中 
「 当該部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超

え、２５，０００平方メートル

以内のもの 

２４７，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートルを超え

るもの 

２９０，０

００円 

」 
 

及び 
「 当該部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超

え、２５，０００平方メートル

以内のもの 

４２７，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートルを超え

るもの 

４９１，０

００円 

」 
 

を削り、同款ウの項中 
「 建築物の延べ面積が１０，００

０平方メートルを超え、２５，

０００平方メートル以内のもの 

４２７，０

００円 

建築物の延べ面積が２５，００

０平方メートルを超えるもの 

４９１，０

００円 」 
 

を削る。 

 別表第８中「手数料（建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律」を「手数料（建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改

め、同表１の項から５の項までの規定中「建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律」に改め、同表６の項中「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則」に改め、同表備考２中「向上の一層」

を「一層の向上」に改め、同表備考３及び備考４

中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律」に改め、同表備考６中「建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律施行令」に改め、同表備考８から備考１０

までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律」に改める。 

   附 則 

この条例中別表第２及び別表第７の改正規定は

令和６年３月１日から、別表第６及び別表第８の

改正規定は令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 （ 教 ） 

 

江東区立図書館条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和６年２月２１日 

教育長  本 多 健一郎   

教育委員  本 田 和 恵 

◎江東区教育委員会規則第１号 

江東区立図書館条例施行規則の一部を改正

する規則 

 江東区立図書館条例施行規則（昭和４０年１２

月江東区教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条及び第９条中「条例第２条」を「条例第

２条第１項」に改め、「の図書館」の次に「及び

同条第２項で定める分館」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和６年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓 令 

 

◎江東区訓令甲第１号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

事  業  所    

江東区広報事務規程（昭和４０年４月江東区訓

令甲第１１号）の一部を次のように改正する。 

令和６年２月２９日 

江東区長  大久保 朋 果  

 第２条に次の１号を加える。 

(5) シティプロモーションの推進 

 第３条第２号中「ケーブルテレビ」の次に「、

ホームページ、ソーシャル・ネットワーキング・

サービス、ＦＭラジオ」を加え、同条中第３号を

削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、

第６号を第５号とし、同条第７号中「その他」を

「前各号に掲げるもののほか、」に改め、「連絡

調整」の次に「に関すること。」を加え、同号を

同条第６号とする。 

 第６条及び第７条を次のように改める。 

（広報管理者、広報主任及び広報推進担当者の設

置） 

第６条 効果的な広報活動の推進及び広報事務の

円滑な処理を図るため、江東区組織規則第７条

に規定する課及び室、清掃事務所、江東区保健

所処務規程（昭和５０年４月江東区訓令甲第３

８号）第４条に規定する保健相談所、江東区教

育委員会事務局処務規則（昭和４０年３月江東

区教育委員会規則第３号）第２条に規定する課

及び室、江東図書館、選挙管理委員会事務局、

監査事務局、区議会事務局等（以下「各課等」

という。）に広報管理者、広報主任及び広報推

進担当者を置く。 

２ 広報管理者は、各課等の課長（会計管理室次

長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及

び区議会事務局次長を含む。以下同じ。）をも

って充てる。 

３ 広報主任は、各課等の庶務担当係長をもって

充てる。 

４ 各課等に広報推進担当者を１人以上置き、各

課等の課長が任免する。 

（広報管理者、広報主任及び広報推進担当者の職

務） 

第７条 広報管理者は、各課等の広報の責任者と

して、各課等が行う広報活動の方針の決定並び

に部下の指揮及び監督を行い、効果的な広報活
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動の推進及び広報事務の円滑な処理のための体

制づくりに努めるものとする。 

２ 広報主任は、各課等が行う広報活動全体の進

捗状況を把握及び管理するとともに、広報管理

者の活動を補佐し、及び広報推進担当者の活動

を支援するものとする。 

３ 広報推進担当者は、各課等が行う広報活動の

実務中心者として、他職員への指導及び助言を

行い、効果的な広報活動の推進に努めるものと

する。 

 第８条の見出し及び同条第１項中「主任」を削

り、同条第２項中「広報主任をもって構成し、政

策経営部広報広聴課長が招集し、主宰」を「広報

管理者、広報主任及び広報推進担当者をもって構

成」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 政策経営部広報広聴課長は、必要に応じて連

絡会を招集し、会務を総理する。 

 第８条に次の１項を加える。 

４ 政策経営部広報広聴課長は、事案の内容に応

じて、その都度連絡会に出席する者を指名する。 

   附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

                     

◎江東区訓令甲第２号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

江東区役所出張所処務規程（昭和４０年４月江

東区訓令甲第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

令和６年３月４日 

江東区長  大久保 朋 果  

 第１条中第１０号を削り、第１１号を第１０号

とし、第１２号から第２３号までを１号ずつ繰り

上げる。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

                     

◎江東区訓令甲第３号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

 江東区役所豊洲特別出張所処務規程（平成２７

年９月江東区訓令甲第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

令和６年３月４日 

江東区長  大久保 朋 果  

 第３条の表住民係の項中 

「１０ 住居表示の証明書の交付に関すること。 

１１ 国民健康保険諸届出の受付、被保険者証

の交付及び保険料等の収納に関すること。 

１２ 国民年金制度諸届出の受付に関すること。 

１３ 介護保険制度諸届出の受付及び保険料等

の収納に関すること。 

１４ 後期高齢者医療制度諸届出の受付及び保

険料等の収納に関すること。 

１５ 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に

関すること。 

１６ 転入学通知書の交付（補助執行）に関す

ること。 

１７ 端末機に係る利用管理等に関すること。 

１８ 特別区民税及び個人の都民税並びに軽自

動車税の収納及び証明に関すること。  」 

を 

「１０ 国民健康保険諸届出の受付、被保険者証

の交付及び保険料等の収納に関すること。 

１１ 国民年金制度諸届出の受付に関すること。 

１２ 介護保険制度諸届出の受付及び保険料等

の収納に関すること。 

１３ 後期高齢者医療制度諸届出の受付及び保

険料等の収納に関すること。 

１４ 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に

関すること。 

１５ 転入学通知書の交付（補助執行）に関す

ること。 

１６ 端末機に係る利用管理等に関すること。 

１７ 特別区民税及び個人の都民税並びに軽自

動車税の収納及び証明に関すること。  」 

に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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告 示 

 

◎江東区告示第５２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４４条

の３第１項及び第２項の規定に基づき除去及び保

管した違法放置等物件について、同法第４４条の

３第３項及び道路法施行令（昭和２７年政令第４

７９号）第１９条の６第１項の規定により、下記

のとおり告示する。 

  令和６年２月９日 

江東区長  大久保 朋 果    

記 

物件の

詳細 

種別・数

量 

軽自動車・１台 

名称 ダイハツ ムーブ 

ナンバー 一宮５８０ そ １３－７

４ 

色 白 

放置されていた場所 江東区新木場三丁目９番６

号地先路上 

除去した日時 令和６年２月９日 

午前９時３５分 

保管した場所 江東区資材置場 

保管を始めた日時 令和６年２月９日 

午前１０時４０分 

返還時に必要なもの 身分を確認できるもの（証

明書）及び印鑑 

当該物件の所有者等である

ことを証する書面 

                    

◎江東区告示第５４号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２

４条の２８第１項の規定に基づき事業所を指定し

たので、下記のとおり公示する。 

  令和６年２月９日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  社会福祉法人のびのび福祉会 

東京都江東区北砂７‐９‐１ 太陽ベニヤ

ビル１Ｆ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  のびのび相談支援センター 

   東京都江東区北砂７‐９‐１ 太陽ベニヤ

ビル１Ｆ 

３ 指定年月日 

令和６年２月１日 

４ 事業の種類 

障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

 特定なし 

                    

◎江東区告示第５５号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和６年２月１３日 

江東区長  大久保 朋 果    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第５６号 

 下記事件につき、令和６年第１回江東区議会定

例会を２月２１日に招集する。 

  令和６年２月１４日 

江東区長  大久保 朋 果    

記 

１ 令和５年度江東区一般会計補正予算（第６

号） 

２ 令和５年度江東区国民健康保険会計補正予算

（第１号） 

３ 令和５年度江東区介護保険会計補正予算（第

１号） 

４ 令和５年度江東区後期高齢者医療会計補正予

算（第１号） 

５ 令和６年度江東区一般会計予算 

６ 令和６年度江東区国民健康保険会計予算 

７ 令和６年度江東区介護保険会計予算 

８ 令和６年度江東区後期高齢者医療会計予算 

９ 和解及び損害賠償額の決定について 

１０ 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更

に係る協議について 

１１ 仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（Ａ‐

１工区）請負契約 

１２ 江東区白河保育園改修工事請負契約 

１３ 江東区亀高保育園改修工事請負契約 

１４ 江東区南砂第二保育園改修工事請負契約 

１５ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立明治小学校校舎その他改修工事請負契

約） 

１６ 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報
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の利用及び提供に関する条例の一部を改正す

る条例 

１７ 江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

１８ 江東区職員の配偶者同行休業に関する条例

の一部を改正する条例 

１９ 江東区芭蕉記念館条例の一部を改正する条

例 

２０ 江東区深川江戸資料館条例の一部を改正す

る条例 

２１ 江東区中川船番所資料館条例の一部を改正

する条例 

２２ 江東区区民体育館条例の一部を改正する条

例 

２３ 江東区夢の島総合運動場条例の一部を改正

する条例 

２４ 江東区営プール条例の一部を改正する条例 

２５ 江東区特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

２６ 江東区こども発達センター条例の一部を改

正する条例 

２７ 江東区営住宅条例の一部を改正する条例 

２８ 江東区高齢者住宅条例の一部を改正する条

例 

２９ 江東区立児童遊園条例の一部を改正する条

例 

３０ 江東区江東きっずクラブ条例等の一部を改

正する条例 

３１ 江東区立学校施設使用条例の一部を改正す

る条例 

３２ 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例 

３３ 江東区指定地域密着型サービス等の事業の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例 

３４ 江東区指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営の基準等に関する条例 

３５ 江東区指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例 

３６ 江東区福祉会館条例の一部を改正する条例 

                    

◎江東区告示第６２号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和６年２月２０日 

江東区長  大久保 朋 果    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第７０号 

行旅死亡人について 

下記の者は、令和５年８月２１日午後０時４０

分頃、東京都江東区新木場四丁目８番付近 荒川

上にて死亡しているところを発見されました。遺

体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管して

あります。 

心当たりの方は、当区生活支援部保護第二課ま

で申し出てください。 

令和６年２月２８日 

江東区長 大久保 朋 果    

記 

１ 死亡人  本籍・住所・氏名不詳、５０～７

０歳代の男性 

２ 特 徴  身長約１７５センチメートル、中

肉。黒色長袖シャツ、白色ステテ

コ。 

                    

◎江東区告示第７１号 

行旅死亡人について 

下記の者は、令和５年８月１１日午後２時５５

分頃、東京都江東区亀戸三丁目５９番１８‐１０

４号にて死亡しているところを発見されました。

遺体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管し

てあります。 

心当たりの方は、当区生活支援部保護第二課ま

で申し出てください。 

令和６年２月２８日 

江東区長 大久保 朋 果    

記 

１ 死亡人  本籍・住所・氏名不詳、５０歳代

の男性 

２ 特 徴  身長約１７５センチメートル、肥

満。半袖シャツ、トランクスパン

ツ。 
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◎江東区告示第７２号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の変更（一部取消し）をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

  令和６年２月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 変更（一部取消し）に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 変更（一部取消し）の年月日 

令和６年２月２８日 

３ 変更（一部取消し）に係る道路の位置 

江東区北砂四丁目１４８１番４８の一部 

４ 変更（一部取消し）に係る道路の延長及び幅 

  員 

取消し 幅員３．１２～４．３７ｍ 延長７．

７８ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第３号 

 下記により、令和６年第２回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和６年２月６日 

 江東区教育委員会         

教育長  本 多 健一朗 

記 

１ 日時 令和６年２月９日（金） 

 午前９時３０分 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

日程第１ 議案第１号 令和５年度江東区一

般会計補正予算（第

６号）に関する意見

聴取 

日程第２ 議案第２号 令和６年度江東区一

般会計予算に関する

意見聴取 

日程第３ 議案第３号 江東区立学校の学校

医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例

の一部を改正する条

例に関する意見聴取 

日程第４ 議案第４号 江東区立学校の学校

医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例

施行規則の一部を改

正する規則 

日程第５ 議案第５号 議決を得た契約の契

約変更に関する意見

聴取（江東区立明治

小学校校舎その他改

修工事） 

日程第６ 議案第６号 江東区立学校施設使

用条例の一部を改正

する条例に関する意

見聴取 

日程第７ 議案第７号 江東区江東きっずク

ラブ条例等の一部を

改正する条例に関す

る意見聴取 

日程第８ 議案第８号 江東区立図書館条例

施行規則の一部を改
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正する規則 

日程第９ 議案第９号 江東区芭蕉記念館条

例の一部を改正する

条例に関する意見聴

取 

日程第１０ 議案第１０号 江東区深川江戸

資料館条例の一

部を改正する条

例に関する意見

聴取 

日程第１１ 議案第１１号 江東区深川江戸

資料館条例の一

部を改正する条

例に関する意見

聴取 

４ 報告事項 

 (1) 江東区学校施設長寿命化計画の改訂案につ

いて ほか 

                    

◎江東区教育委員会告示第４号 

 下記により、令和６年第１回江東区教育委員会

臨時会を招集する。 

  令和６年２月１６日 

 江東区教育委員会         

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和６年２月２０日（火） 

午後２時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

  日程第１ 議案第１２号 江東区学校運営協

議会規則の一部を

改正する規則 

４ 報告事項 

 (1) 江東区奨学資金奨学生の決定について ほ

か 

５ 協議事項 

 (1) 区立図書館の臨時休館について 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第４号 

江東区選挙管理委員会委員長に別紙の者が就任

した。 

令和６年２月２０日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙〕 

東京都江東区東砂二丁目１５番８‐１０１７号   

小 西 典 子 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり１名を抹消した。 

令和６年３月１日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和６年３月１日 

       江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

         ８，６１９ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数           

１３８，４９０ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

         ７１，８２３ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第７号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１
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９２条第１項の規定により、令和５年４月２３日

執行の江東区議会議員選挙における候補者の選挙

運動費用に関する収支報告書（第３回分）の要旨

を、別紙のとおり公表する。 

令和６年３月１日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第８号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９２条第１項の規定により、令和５年４月２３日

執行の江東区議会議員選挙における候補者の選挙

運動費用に関する収支報告書（第４回分）の要旨

を、別紙のとおり公表する。 

令和６年３月１日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第９号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９２条第１項の規定により、令和５年１２月１０

日執行の江東区長選挙における候補者の選挙運動

費用に関する収支報告書（第１回分）の要旨を、

別紙のとおり公表する。 

令和６年３月１日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１０号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９２条第１項の規定により、令和５年１２月１０

日執行の江東区長選挙における候補者の選挙運動

費用に関する収支報告書（第２回分）の要旨を、

別紙のとおり公表する。 

令和６年３月１日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１１号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９２条第１項の規定により、令和５年１２月１０

日執行の江東区長選挙における候補者の選挙運動

費用に関する収支報告書（第３回分）の要旨を、

別紙のとおり公表する。 

令和６年３月１日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３２第８項の規定に基づき、包括外部監査

人から包括外部監査人補助者の解任通知があった。  

ついては、同法第２５２条の３２第９項の規定

に基づき、下記のとおり公表する。 

令和６年２月８日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        藏 田 朝 彦    

同        釼 先 美 彦    

同        鬼 頭 たつや    

記 

１ 包括外部監査人補助者を解任された者 

髙野 健二    東京都江東区豊洲五丁目

６番２９‐１５２１号 

黒田 浩之    東京都江東区北砂四丁目

３１番１８アドルークビ

ル１Ｆ 

金子 良太    東京都江東区亀戸三丁目

４６番１５‐１００１号 

生越 慎平    東京都江東区有明一丁目

４番２０‐８１７号 

小泉 妙美    東京都江東区東砂七丁目

５番２２‐９０４号 

嶋守 浩之    東京都江東区有明一丁目

３番１‐１０１１号 

幡田 宏樹    東京都江東区東雲一丁目

９番５０‐２９０９ 

２ 解任された日 

令和６年１月３１日 

                    

◎江東区監査委員告示第２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３８第３項の規定に基づき、別添「令和５

年度包括外部監査報告書」のとおり公表する。 

令和６年２月８日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        藏 田 朝 彦    

同        釼 先 美 彦    

同        鬼 頭 たつや    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区監査委員告示第３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和５年度第３回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

なお、釼先委員は、就任前のため、本監査には

関与していない。 

令和６年２月１５日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        藏 田 朝 彦    

同        釼 先 美 彦    

  同        鬼 頭 たつや   

〔別紙〕 
 

令和５年度第３回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

令和３年度、４年度及び５年度における財務

に関する事務の執行状況及び施設の管理状況に

ついて 

なお、豊洲特別出張所については、令和４年

度及び５年度における財務に関する事務の執行

状況及び施設の管理状況について 

 ２ 監査の対象施設 

  (1) 豊洲特別出張所 

  (2) 出張所 

富岡（区民館を含む）、大島、南砂（区

民館を含む） 

  (3) 福祉会館 

    東砂 

 (4) 保育園 

白河、塩崎、東陽、亀戸第三、大島第

二、北砂、東砂第二、南砂第五、城東 

  (5) 児童館 

東陽、東砂、東砂第二、南砂 

  (6) 江東きっずクラブ 

    きっずクラブ東陽児童館（東陽児童館所

管）、きっずクラブ東砂児童館（東砂児

童館所管）、きっずクラブ南砂児童館、

きっずクラブ南砂（南砂児童館所管） 

 ３ 監査の実施期日 

   令和５年１０月４日から同年１２月１日ま

でのうち２２日間 

第２ 監査の手続 

   施設の概要及び歳入歳出予算の執行状況に

ついての資料を求め、監査当日は、関係職員

の説明を聴取しつつ、関係書類及び帳簿との

照査突合を行うとともに、施設の内外につい

ても必要と認める監査を実施した。 

なお、施設の安全対策について重点監査項

目として監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務について

は監査対象施設の財務に関する事務及び施設

管理は、法令等に従い、おおむね適正かつ効

率的に執行又は処理がされているものと認め
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られ、重点監査項目である施設の安全対策に

ついても、特に指摘する事項はない。 

なお、監査の際に散見された誤記その他の

事務上の軽微な誤りについては、関係部署に

対し、口頭で改善を促した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和６年第 1 回定例会） 

２月２１日から３月２８日まで会期３７日間に

わたって開会した令和６年第１回江東区議会定例

会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

議案第１０号 和解及び損害賠償額の決定に

ついて 

議案第１８号 江東区事務手数料条例の一部

を改正する条例 

（以上２月２１日原案可決） 

２ 選任の同意（区長提出） 

  議案第３８号 江東区監査委員選任同意方に

ついて 

（２月２１日同意） 

３ 議案（議員提出） 

議案第１号 にしがき誠議員に対する辞職勧

告決議 

議案第２号 米沢和裕議員に対する辞職勧告

決議 

議案第３号 星野博議員に対する辞職勧告決

議 

（以上２月２１日原案可決） 

４ その他の議決事項等 

防災・まちづくり対策特別委員会委員の辞任

許可及び選任について 

（２月２１日許可及び選任） 

副議長辞職許可について 

（２月２１日許可） 

副議長選挙     小 嶋 和 芳（当選） 

（２月２１日選挙） 
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